
○山武市重度心身障害者の医療費等助成に関する条例施行規則 

平成18年３月27日規則第86号 

改正 

平成27年６月１日規則第41号 

平成28年３月31日規則第44号 

山武市重度心身障害者の医療費等助成に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、山武市重度心身障害者の医療費等助成に関する条例（平成18年山武

市条例第85号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（医療保険各法） 

第２条 条例第２条第２項に規定する医療保険各法は、次に掲げる法律をいう。 

(１) 健康保険法（大正11年法律第70号） 

(２) 船員保険法（昭和14年法律第73号） 

(３) 私立学校教職員共済法（昭和28年法律第245号） 

(４) 国家公務員共済組合法（昭和33年法律第128号） 

(５) 国民健康保険法（昭和33年法律第192号） 

(６) 地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号） 

(７) 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号） 

（世帯基準員） 

第３条 条例第３条第２項第１号の重度心身障害者と生計を一にする者として規則で定め

るもの（以下「基準世帯員」という。）は、次の各号に掲げる重度心身障害者の区分に

応じ、当該各号に定める者とする。ただし、18歳未満の重度心身障害者（以下「重度心

身障害児」という。）の配偶者、親権を行う者又は後見人等であって現に重度心身障害

児を扶養し、かつ、生計を維持している者（以下「保護者」という。）が後期高齢者医

療の被保険者である場合（第２号に掲げる場合に限る。）は、当該重度心身障害児の保

護者及び当該重度心身障害児の加入している国民健康保険の被保険者（当該重度心身障

害児以外の者であって、かつ、当該重度心身障害児と同一の世帯に属するものに限

る。）とする。 

(１) 重度心身障害者の加入している医療保険が国民健康保険及び後期高齢者医療以外

である場合 重度心身障害者の加入している医療保険各法（国民健康保険法及び高齢

者の医療の確保に関する法律（以下「国民健康保険法等」という。）を除く。）の規

定による被保険者（当該医療の給付に係る重度心身障害者以外の者であって、かつ、

健康保険法の規定による被保険者（同法第３条第２項の規定による日雇特例被保険者

を除く。）、船員保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法若しくは地方



公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による

私立学校教職員共済制度の加入者又は健康保険法第126条の規定に基づき日雇特例被

保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなる

に至るまでの間にある者をいう。） 

(２) 重度心身障害者の加入している医療保険が国民健康保険である場合 重度心身障

害者の加入している国民健康保険の被保険者（当該医療の給付に係る重度心身障害者

以外の者であって、かつ、同一の世帯に属する者に限る。） 

(３) 重度心身障害者の加入している医療保険が後期高齢者医療である場合 重度心身

障害者の加入している後期高齢者医療の被保険者（当該医療の給付に係る重度心身障

害者以外の者であって、かつ、同一の世帯に属する者に限る。） 

２ 重度心身障害者が、基準世帯員（当該重度心身障害者の配偶者を除く。）の扶養親族

（地方税法（昭和25年法律第226号）第292条第１項第８号に規定する扶養親族をいう。

以下同じ。）及び被扶養者に該当しないときは、基準世帯員を当該重度心身障害者の配

偶者のみであるものとすることができる。 

（基準税額） 

第４条 条例第３条第２項第１号の基準税額の算定は、次の各号に掲げる重度心身障害者

の区分に応じ、当該各号に定める市町村民税の所得割の額（地方税法第314条の７並び

に附則第５条の４第６項及び第５条の４の２第５項の規定による控除をされるべき額が

ある場合は当該額を加算し、扶養親族（19歳未満の者に限る。以下この号において同

じ。）がある場合は当該扶養親族１人につき33万円（当該扶養親族が16歳以上の者であ

るときは、12万円）に同法第314条の３第１項の規定による所得割の税率を乗じた額を

控除した額）を合算した額とする。 

(１) 重度心身障害者が医療保険各法（国民健康保険法等を除く。）の規定による被保

険者である場合 当該重度心身障害者の市町村民税の所得割の額 

(２) 前条第１項ただし書又は同項第２号若しくは第３号に該当する場合 当該重度心

身障害者の市町村民税の所得割の額及び基準世帯員の市町村民税の所得割の額 

(３) 重度心身障害者が前２号のいずれにも該当しないものである場合 基準世帯員の

市町村民税の所得割の額 

（助成の申請） 

第５条 条例第５条第１項の規定による申請は、重度心身障害者医療費等助成資格認定申

請書（別記第１号様式）に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(１) 身体障害者手帳又は療育手帳 

(２) 被保険者証、組合員証及び加入者証 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 



２ 条例第５条第２項の規定による通知は、重度心身障害者医療費等助成資格認定（却

下）通知書（別記第２号様式）により行うものとする。 

（受給券の交付） 

第６条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その適否を審査し、受給資格があると

認定したときは、重度心身障害者医療費助成受給券（別記第３号様式。以下「受給券」

という。）を交付するものとする。 

（受給券の有効期間） 

第７条 受給券の有効期間は、前条の申請書を受理した日の属する月の翌月初日から同日

以後最初に到来する７月31日までとする。 

（受給券の更新） 

第８条 対象者は、受給券の更新を行おうとするときは、第５条第１項の規定に準じて申

請しなければならない。 

２ 前項の規定による申請により交付する受給券の有効期間は、当該申請前の受給券の有

効期間の満了する日の翌日から起算して１年間とする。 

（受給券の再交付） 

第９条 受給券を汚損し、又は紛失したときは、速やかに重度心身障害者医療費助成受給

券再交付申請書（別記第４号様式）により、市長に申請して再交付を受けなければなら

ない。この場合において、受給者は、受給券の再交付を受けた後、失った受給券を発見

したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。 

（届出） 

第10条 受給券の交付を受けた対象者が、次に掲げる事由に該当するときは、受給券を添

えて重度心身障害者医療費等助成資格喪失届（別記第５号様式）により市長に届け出な

ければならない。 

(１) 死亡したとき。 

(２) 市外へ転出したとき。 

(３) 重度心身障害者でなくなったとき。 

(４) その他医療費等の助成を必要としなくなったとき。 

第11条 受給者は、氏名、住所、保護者、加入している医療保険の種類及び振込口座等、

申請した内容に変更が生じたときは、重度心身障害者医療費等助成資格変更届（別記第

６号様式）に受給券を添付し、市長に届け出なければならない。 

（助成の方法） 

第12条 市長は、対象者が県内の保険医療機関において医療の給付を受けたときは、当該

保険医療機関に助成する額を支払うものとする。ただし、対象者が当該保険医療機関以

外の保険医療機関で保険給付を受けたとき又は受給券を提示しなかったときは、当該対



象者に助成する額を支払うことにより行うことができる。 

２ 助成は第５条第１項の規定による申請を受理した日から行うものとする。ただし、当

該受理した日以前に対象者が保険医療機関において医療の給付を受けたときは、規則で

定める日から行うものとする。 

３ 第１項ただし書の規定により助成を受けようとする対象者は、医療の給付を受けた日

の属する月の翌月初日から起算して２年以内に市長に申請できるものとする。 

（助成開始日の特例） 

第13条 第12条第２項の規定で定める日は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る日とする。 

(１) 山武市の住民基本台帳に登録されている者が重度心身障害者になったとき 身体

障害者手帳等の交付を受けた日 

(２) 重度心身障害者が山武市の住民基本台帳に登録されたとき 当該登録をされた日。

ただし、当該日に山武市以外において助成に相当する医療費等の支給を受けることが

できる場合は、当該日の翌日 

（医療費等の申請） 

第14条 第12条第３項の規定による申請は、重度心身障害者医療費等給付申請書（別記第

７号様式）に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(１) 医療機関に支払をしたことの証明ができる書類 

(２) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 前項の申請は、１箇月を単位として、提出しようとする日の前月末日までに受けた医

療費等を対象とする。 

（審査及び支払） 

第15条 市長は、前条の規定による申請があったときは、助成の適否及び助成の額を審査

し、決定したときは、重度心身障害者医療費等支給決定通知書（別記第８号様式）によ

り、申請書に通知するものとする。 

（経費の助成） 

第16条 市長は、第14条に規定する申請に要した経費の内100円を上限とし、助成するも

のとする。 

（損害賠償請求権の譲渡） 

第17条 条例第７条第１項の規定による損害賠償の請求権の譲渡は、重度心身障害者医療

費等助成制度に係る債権譲渡について（別記第９号様式）を市長に提出することにより

行うものする。 

附 則 

（施行期日） 



１ この規則は、平成18年３月27日から施行する。 

（適用） 

２ この規則は、平成18年４月１日以後に係る事業に適用し、同日前に係る事業について

は、なお合併前の山武町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則（平成７年山

武町規則第19号）又は松尾町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則（昭和

56年松尾町規則第５号）（次項においてこれらを「合併前の規則」という。）の例によ

る。 

（経過措置） 

３ 平成18年３月31日までに、合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行

為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成27年６月１日規則第41号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成27年８月１日から施行する。ただし、附則第４項の規定は、公布の

日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の山武市重度心身障害者の医療費等助成に関する条例施行規則

（以下「新規則」という。）の規定は、この規則の施行の日（以下「施行日」とい

う。）以後に受けた医療の給付に係る助成につて適用し、施行日前に受けた医療の給付

に係る助成については、なお従前の例による。 

３ 施行日前にこの規則による改正前の山武市重度心身障害者の医療費助成に関する条例

施行規則の規定により使用された様式は、新規則に相当規定による様式とみなす。 

（準備行為） 

４ 市長が新規則の規定による受給券の交付その他新規則の施行に関し必要な準備行為を、

施行日前において行うことができる。 

附 則（平成28年３月31日規則第44号） 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

別記第１号様式（第５条関係） 



 

第２号様式（第５条関係） 



 

第３号様式（第６条関係） 



 



 

第４号様式（第９条関係） 



 

第５号様式（第10条関係） 



 

第６号様式（第11条関係） 



 



第７号様式（第14条関係） 

 

第８号様式（第15条関係） 



 

第９号様式（第17条関係） 



 


